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　　　こども大綱の策定について（通達） 

　こども基本法（令和４年法律第７７号）第９条第１項において、政府は、こども施策

を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱（以下「こども大綱」という。）を

定めなければならないとされている。これを受け、こども大綱（別添参照）が策定され

た。 

　こども大綱のうち、警察活動に関連する取組は、別添「こども大綱の策定について（通

達）」（令和５年１２月２２日付け警察庁丁生企発第７５３号ほか）のとおりであるこ

とから、各所属においては、同通達の趣旨を踏まえ、関係機関・団体等と連携してこど

も・若者を守る取組を推進されたい。 

 

　　※　警察庁通達「こども大綱の策定について（通達）」については、警察庁ホーム

　　　ページをご覧ください。 


